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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　硬化性材料を吐出させることが可能な回転容積式の材料吐出ポンプを有し、
　造形対象である立体構造物の立体形状に則って前記材料吐出ポンプから硬化性材料を吐
出させ、硬化させることにより立体構造物を造形可能であり、
　前記回転容積式の材料吐出ポンプが、動力を受けて偏心回転する雄ねじ型のロータと、
内周面が雌ねじ型に形成されたステータとを有する一軸偏心ねじポンプ機構により、前記
硬化性材料を圧送するものであることを特徴とする立体構造物造形装置。
【請求項２】
　前記材料吐出ポンプにより吐出される硬化性材料が光線を照射することにより硬化する
ものであり、
　前記硬化性材料を硬化させるための光線を射出させることが可能な光線射出装置を備え
ており、
　前記光線射出装置により射出される光線の焦点が、前記材料吐出ポンプによる前記硬化
性材料の吐出目標位置に合致することを特徴とする請求項１に記載の立体構造物造形装置
。
【請求項３】
　前記光線射出装置が、前記材料吐出ポンプと共に移動することを特徴とする請求項２に
記載の立体構造物造形装置。
【請求項４】
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　前記材料吐出ポンプを移動させるための移動機構として、少なくとも三軸以上の自由度
を有し、前記材料吐出ポンプを移動させることが可能なマニピュレータを備えたものであ
ることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の立体構造物造形装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紫外線硬化樹脂等の硬化性材料を積層させると共に硬化させることにより立
体構造物を造形することが可能な立体構造物造形装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、樹脂等を積層及び硬化させることにより立体構造物を造形するための装置として
、下記特許文献１又は特許文献２に開示されているような光造形装置等が提供されている
。従来技術の光造形装置は、予め作製されたＣＡＤ－ＣＡＭデータ等のデータに則って発
せられるレーザー光を貯留槽に貯留されている紫外線硬化樹脂に対して照射して硬化させ
ることにより形成される硬化層を順次積層していくことにより立体構造物を形成すること
ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特願２００９－８５５７０号公報
【特許文献２】特開平６－３１５９８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来技術の光造形装置は、工業製品の研究開発段階において試作品を作製する
等の用途で使用されることが多い。このような用途で立体構造物を作製する場合には、研
究開発の進展に伴い、先に作製した試作品とは一部のみ構成が異なる試作品が必要になる
場合がある。
【０００５】
　しかしながら、上述した従来技術の光造形装置は、立体構造物の造形の自由度が低いと
いう問題がある。具体的には、従来技術の光造形装置は、貯留槽に準備されている紫外線
硬化樹脂に対して水平移動する光源から紫外線を照射させることにより形成された水平な
層を積層することにより立体構造物を形成するものである。すなわち、従来技術は、紫外
線照射により形成された二次元的な層を積層することにより三次元的な立体構造物を形成
するものであり、造形の方向性が一方向に限定される。
【０００６】
　また、上述した従来技術の光造形装置においては、先に作製された立体構造物に対し、
後に必要になった部分を増設等する造形処理を施すことができない。そのため、従来技術
の光造形装置を用いた場合には、増設部分を含む全体構造についてＣＡＤ－ＣＡＭデータ
等の造形用のデータを作製した上で立体構造物を一体成型する方策、あるいは増設する部
分のみを別途造形し、先に作製したものに対して接着等により固定する方策を採らざるを
得ない。前者の方策を採用した場合には、設計変更後の試作品を得るために相当の手間及
び時間を要し、研究開発等の支障となる可能性がある。また、後者の方策を採用した場合
には、試作品が一体成型したものでないため、強度が十分でなく、研究開発等の支障とな
る可能性がある。従って、従来技術の光造形装置は、立体構造物の造形の自由度が低い。
【０００７】
　また、上述したように研究開発用の試作品を作製する際には、多種の試作品を作製せね
ばならないことが多い。このように、多品種の立体構造物の作製が短期間に求められる場
合には、立体構造物の造形速度が求められる。しかしながら、従来技術の光造形装置は、
立体構造物の形成に相当の時間を要し、多品種の立体構造物を短期間の間に作製するとい
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う要望を満足できるものではない。
【０００８】
　そこで、本発明は、立体構造物の造形の自由度が高く、多品種の立体構造物を短期間の
間に作製することが可能である立体構造物造形装置の提供を目的とした。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決すべく提供される本発明の立体構造物造形装置は、硬化性材料を吐
出させることが可能な回転容積式の材料吐出ポンプを有し、造形対象である立体構造物の
立体形状に則って前記材料吐出ポンプから硬化性材料を吐出させ、硬化させることにより
立体構造物を造形可能であり、前記回転容積式の材料吐出ポンプが、動力を受けて偏心回
転する雄ねじ型のロータと、内周面が雌ねじ型に形成されたステータとを有する一軸偏心
ねじポンプ機構により、前記硬化性材料を圧送するものであることを特徴とするものであ
る。
【００１０】
　本発明の立体構造物造形装置においては、造形対象である立体構造物の立体形状に則っ
て材料吐出ポンプから硬化性材料を吐出させることにより立体構造物を造形することがで
きる。従って、本発明の立体構造物造形装置においては、材料吐出ポンプにおける硬化性
材料の吐出させ方次第で造形の自由度を高めることが可能である。
【００１１】
　また、本発明の立体構造物造形装置は、先に作製された立体構造物等の既存の構造物の
上に材料吐出ポンプから硬化性材料を吐出させ、硬化させることにより、既存の構造物に
対して付加的に立体構造物を形成することが可能である。これにより、例えば研究開発の
ための試作品作製等のように、既存の立体構造物の形状を微調整する等の造形処理のため
にも立体構造物造形装置を利用することが可能となる。また、本発明の立体構造物造形装
置によれば、既存の立体構造物に対して必要な部分を一体的に形成し、高強度の立体構造
物を得ることが可能となる。
【００１２】
　本発明の立体構造物造形装置は、材料吐出ポンプから吐出された硬化性材料を順次硬化
させていくことにより立体構造物を造形することが可能であり、従来技術のように硬化性
材料を硬化させた薄層を幾重にも積層する場合よりも高速に立体構造物を造形することが
できる。
【００１４】
　本発明の立体構造物造形装置においては、材料吐出ポンプが回転容積式のポンプによっ
て構成されている。そのため、本発明の立体構造物造形装置によれば、硬化性材料の吐出
量を精度良く調整し、立体構造物の造形精度を向上させることが可能となる。
【００１５】
　上述した本発明の立体構造物造形装置は、前記材料吐出ポンプにより吐出される硬化性
材料が光線を照射することにより硬化するものであり、前記硬化性材料を硬化させるため
の光線を射出させることが可能な光線射出装置を備えており、前記光線射出装置により射
出される光線の焦点が、前記材料吐出ポンプによる前記硬化性材料の吐出目標位置に合致
するものであることが望ましい。
【００１６】
　かかる構成によれば、材料吐出ポンプから吐出された硬化性材料を適切な位置において
確実に硬化させることが可能となる。これにより、立体構造物の造形精度を向上させるこ
とが可能となる。
【００１７】
　また、上述した本発明の立体構造物造形装置は、前記光線射出装置が、前記材料吐出ポ
ンプと共に前記テーブルに対して相対移動するものであることが好ましい。
【００１８】
　かかる構成によれば、光線射出装置により射出される光線の焦点が材料吐出ポンプによ
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る硬化性材料の吐出目標位置から外れることを防止しうる。これにより、立体構造物の造
形精度をより一層向上させることが可能となる。
【００２０】
　また、本発明の立体構造物造形装置においては、材料吐出ポンプが一軸偏心ねじポンプ
機構を備えたポンプによって構成されている。そのため、本発明の立体構造物造形装置に
おいては、硬化性材料の吐出量及び吐出圧が脈動等することなく、精度良く調整される。
従って、本発明の立体構造物造形装置によれば、所望の形状の立体構造物を精度良く造形
することが可能である。
【００２１】
　上述した本発明の立体構造物造形装置は、前記材料吐出ポンプを移動させるための移動
機構として少なくとも三軸以上の自由度を有し、前記材料吐出ポンプを移動させることが
可能なマニピュレータを備えたものであることが好ましい。
【００２２】
　かかる構成によれば、材料吐出ポンプを自在に移動させることが可能となる。これによ
り、硬化性材料を様々な方向から吐出させることが可能となり、立体構造物の造形の自由
度をより一層向上させうる。
【００２３】
　また、上述した本発明の立体構造物造形装置は、硬化性材料を吐出させるための材料吐
出ポンプと、前記材料吐出ポンプの吐出口に対向配置されたテーブルと、前記材料吐出ポ
ンプと前記テーブルとを相対移動させるための移動機構とを有するものであることが好ま
しい。また、前記移動機構として、前記テーブルを移動させることが可能なテーブル移動
装置を備えたものであることが好ましい。
【００２４】
　かかる構成によれば、材料吐出ポンプに対してテーブルを自在に移動させることにより
、造形対象である立体構造物の立体形状に則ってより一層的確な位置に硬化性材料を吐出
させることがが可能となり、立体構造物の造形の自由度をより一層向上させうる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、立体構造物の造形の自由度が高く、多品種の立体構造物を短期間の間
に作製することが可能である立体構造物造形装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る立体構造物造形装置の構成を示す概念図である。
【図２】図１の立体構造物造形装置において採用されている材料吐出ポンプの構造を示す
断面図である。
【図３】図１の立体構造物造形装置の動作を示すフローチャートである。
【図４】図１の立体構造物造形装置による立体構造物の造形過程を示す斜視図である。
【図５】図１の立体構造物造形装置による立体構造物の造形過程を示す斜視図である。
【図６】図１の立体構造物造形装置による立体構造物の造形方法の変形例を示す斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　続いて、本発明の一実施形態に係る立体構造物造形装置１０（以下、単に「造形装置１
０」とも称す）について、図面を参照しつつ詳細に説明する。図１に示すように、造形装
置１０は、材料吐出ポンプ２０と、テーブル５０と、移動機構６０と、光線照射装置７０
と、制御装置８０によって主要部分が構成されている。造形装置１０は、材料吐出ポンプ
２０とテーブル５０とを移動機構６０によって相対移動させつつ材料吐出ポンプ２０によ
りテーブル５０に向けて硬化性材料を吐出させると共に、光線照射装置７０によって発せ
られる硬化性材料に対して光線（紫外線）を照射して硬化させることにより、立体構造物
を形成することができる、以下、造形装置１０を構成する各部の構成、及び造形装置１０
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の動作について、さらに具体的に説明する。
【００２８】
　材料吐出ポンプ２０は、筐体１２において遮光対策が施された造形室１２ａ内に配置さ
れている。材料吐出ポンプ２０は、貯留タンク１４に準備されている硬化する硬化性材料
を圧送し、吐出させるものである。本実施形態では、硬化性材料として紫外線硬化樹脂が
採用されている。材料吐出ポンプ２０は、一軸偏心ねじポンプ機構を備えた回転容積式の
ポンプ（一軸偏心ねじポンプ）によって構成されている。
【００２９】
　図２に示すように、材料吐出ポンプ２０は、動力を受けて偏心回転する雄ねじ型のロー
タ２２と、内周面が雌ねじ型に形成されたステータ２４とを有する。材料吐出ポンプ２０
は、ポンプケーシング２６の内部にロータ２２、及びステータ２４を収容した構成とされ
ている。ポンプケーシング２６は、金属製で筒状の部材であり、長手方向一端側に吐出口
２６ａとして機能する開口を有する。また、ポンプケーシング２６の長手方向中間部分に
は、導入口２６ｂとして機能する開口が設けられている。導入口２６ｂは、貯留タンク１
４に対して配管接続されている。また、材料吐出ポンプ２０と貯留タンク１４とを繋ぐ配
管系統には、硬化性材料を材料吐出ポンプ２０に供給するためのポンプ１６が必要に応じ
て設置される。
【００３０】
　材料吐出ポンプ２０は、ロータ２２を所定方向に回転させることにより、圧送対象であ
る硬化性材料を導入口２６ｂから吸い込み、吐出口２６ａから吐出させることができる。
ステータ２４は、ゴム等の弾性体、又は樹脂等によって形成された略円筒形の外観形状を
有する部材である。ステータ２４の内周壁２９は、ｎ条で単段あるいは多段の雌ネジ形状
とされている。本実施形態においては、ステータ２４は、２条で多段の雌ねじ形状とされ
ている。また、ステータ２４の貫通孔３０は、ステータ２４の長手方向のいずれの位置に
おいて断面視しても、その断面形状（開口形状）が略長円形となるように形成されている
。
【００３１】
　ロータ２２は、金属製の軸体であり、ｎ－１条で単段あるいは多段の雄ねじ形状とされ
ている。本実施形態においては、ロータ２２は、１条で偏心した雄ねじ形状とされている
。ロータ２２は、長手方向のいずれの位置で断面視しても、その断面形状が略真円形とな
るように形成されている。ロータ２２は、上述したステータ２４に形成された貫通孔３０
に挿通され、貫通孔３０の内部において自由に偏心回転可能とされている。ロータ２２の
基端側（導入口２６ｂ側）の端部は、自在継手等を介して動力源たるモータ２８に接続さ
れている。そのため、ロータ２２は、モータ２８から動力を受けて回転する。
【００３２】
　ロータ２２をステータ２４に対して挿通すると、ロータ２２の外周壁３２とステータ２
４の内周壁２９とが両者の接線で密接した状態になり、ステータ２４の内周壁２９とロー
タ２２の外周壁３２との間に流体搬送路３４（キャビティ）が形成される。流体搬送路３
４は、ステータ２４やロータ２２の長手方向に向けて螺旋状に延びるように形成される。
【００３３】
　流体搬送路３４は、ロータ２２をステータ２４の貫通孔３０内において回転させると、
ステータ２４内を回転しながらステータ２４の長手方向に進む。そのため、ロータ２２を
回転させると、ステータ２４の一端側（導入口２６ｂ側）に接続された流路４０を介し、
貯留タンク１４から流体搬送路３４内に硬化性材料を吸い込むと共に、この硬化性材料を
流体搬送路３４内に閉じこめた状態でステータ２４の他端側に向けて移送し、ステータ２
４の他端側（吐出口２６ａ側）において吐出させることが可能である。
【００３４】
　また、材料吐出ポンプ２０の吐出口２６ａに対向する位置には、テーブル５０が配置さ
れている。テーブル５０は、水平に配置された板体によって構成されており、筐体１２に
おいて遮光対策が施された造形室１２ａ内に配置されている。テーブル５０は、後に詳述
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する移動機構６０により、材料吐出ポンプ２０に対して相対移動することができる。
【００３５】
　移動機構６０は、材料吐出ポンプ２０及びテーブル５０のいずれか一方又は双方を移動
させることにより、両者を相対移動させるものである。本実施形態において採用されてい
る移動機構６０は、材料吐出ポンプ２０を移動させるためのロボットアーム６２（マニュ
ピレータ）と、テーブル５０を移動させるためのテーブル移動装置６４とによって構成さ
れている。
【００３６】
　ロボットアーム６２には、少なくとも三軸以上の自由度を有するものが採用されており
、アーム先端部分に材料吐出ポンプ２０が取り付けられている。そのため、テーブル５０
に対して材料吐出ポンプ２０を三次元的に移動させることが可能である。また、テーブル
移動装置６４は、直動案内装置（ＸＹリニアガイド）によって構成されており、図示しな
い駆動源から動力を受けて水平方向（Ｘ－Ｙ方向）に向けてテーブル５０をスムーズかつ
自由に移動させることができる。
【００３７】
　光線照射装置７０は、材料吐出ポンプ２０からテーブル５０に向けて吐出された硬化性
材料に対し、紫外線を照射して硬化させるためのものである。光線照射装置７０は、材料
吐出ポンプ２０と共にロボットアーム６２の先端部分に取り付けられている。また、光線
照射装置７０は、光軸が材料吐出ポンプ２０による硬化性材料の吐出方向に向き、紫外線
の焦点が硬化性材料の吐出目標位置に合致するように設置されている。
【００３８】
　制御装置８０は、造形装置１０を構成する各部の動作を制御するためのものであり、制
御用プログラムをインストールすることによりコンピュータ内に実現されている。制御装
置８０は、造形データ記憶手段８２と、吐出制御手段８４と、位置制御手段８６と、照射
制御手段８８とを備えている。造形データ記憶手段８２は、制御装置８０をなすコンピュ
ータに対して入力された立体構造物の造形用のデータ（造形データ）を記憶するものであ
る。吐出制御手段８４は、上述した材料吐出ポンプ２０による硬化性材料の吐出制御を行
うものである。吐出制御手段８４は、ロータ２２の回転量制御を行うことにより、硬化性
材料の吐出量を調整することができる。
【００３９】
　位置制御手段８６は、移動機構６０をなすロボットアーム６２及びテーブル移動装置６
４の動作制御を行うことにより、材料吐出ポンプ２０とテーブル５０との相対位置を制御
することができる。また、照射制御手段８８は、光線照射装置７０による紫外線照射状態
を制御するものである。
【００４０】
　続いて、造形装置１０の動作について、図３に示すフローチャート等を参照しつつ詳細
に説明する。造形装置１０により立体構造物を造形する場合には、先ずステップ１におい
て造形データを取得し、造形データ記憶手段８２に格納する。具体的には、例えば図４に
示すような瓶型の立体構造物を造形する場合には、この瓶に係る造形データを造形データ
記憶手段８２に格納する。その後、ステップ２において、位置制御手段８６による制御の
下、材料吐出ポンプ２０及びテーブル５０が所定の基準位置に移動する。その後、制御フ
ローは、ステップ３に移行する。
【００４１】
　ステップ３においては、造形データ記憶手段８２に格納された造形データに基づき、吐
出制御手段８４、位置制御手段８６、及び照射制御手段８８が各部の動作制御が行われる
。具体的には、吐出制御手段８４は、材料吐出ポンプ２０及びテーブル５０の相対位置、
及び造形データに基づき硬化性材料の吐出量制御を行う。吐出量制御は、材料吐出ポンプ
２０のロータ２２について回転量を調整することにより行われる。これにより、立体構造
物を造形するために適切な量の硬化性材料をテーブル５０に向けて吐出させる。
【００４２】
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　位置制御手段８６は、造形データに基づきロボットアーム６２の位置及び角度の制御と
、テーブル移動装置６４の位置の制御（位置制御）を行う。これにより、立体構造物を作
製する上で適切な位置に、適切な角度で硬化性材料を吐出させる。また、照射制御手段８
８は、材料吐出ポンプ２０から硬化性材料が吐出されている期間に亘って光線照射装置７
０を作動させる制御（照射制御）を行う。これにより、テーブル５０上に吐出された硬化
性材料を紫外線によって硬化させる。
【００４３】
　具体的には、図４に示すような瓶型の立体構造物を造形する場合には、軸線Ｌの周囲を
矢印で示すようにロボットアーム６２を旋回させる。また、材料吐出ポンプ２０から硬化
性材料を吐出させると共に、光線照射装置７０により紫外線を照射する。これにより、吐
出された硬化性材料を順次硬化させていく。このようにして材料吐出ポンプ２０、ロボッ
トアーム６２等を作動させると、次第に瓶型の立体構造物が造形されていく。
【００４４】
　ステップ３において上述した吐出制御、位置制御、及び照射制御の下、立体構造物の造
形が開始されると、ステップ４において立体構造物の造形が完了したか否かが確認される
。ステップ４において立体構造物の造形が未完了である場合には、制御フローがステップ
３に戻され、立体構造物の造形が継続される。これに対し、立体構造物の造形が完了した
場合には、吐出制御、位置制御、及び照射制御が終了し、一連の動作制御が完了する。具
体的には、図４において二点鎖線によって示すように、未完成部分が存在する場合には、
制御フローがステップ４からステップ３に戻され、二点鎖線部分の造形が行われる。これ
に対し、二点鎖線によって示した部分まで造形が完了した場合には、立体構造物たる瓶の
造形が完了したものとして吐出制御、位置制御、及び照射制御が終了する。
【００４５】
　上述したように、造形装置１０においては、移動機構６０を用いて材料吐出ポンプ２０
とテーブル５０とを相対移動させつつ、硬化性材料を吐出させることにより所望の形状の
立体構造物を造形することができる。また、移動機構６０としてロボットアーム６２が採
用されており、材料吐出ポンプ２０を三次元的に移動させることが可能である。そのため
、造形装置１０においては、様々な角度及び位置から硬化性材料を吐出させることが可能
であり、造形の自由度が高い。
【００４６】
　なお、本実施形態においては、材料吐出用ポンプ２０用の移動機構６０としてロボット
アーム６２を採用し、材料吐出ポンプ２０を三次元的に移動させることが可能とした例を
示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、材料吐出ポンプ２０を二次元的に移
動可能なものであっても良い。また、テーブル５０用の移動機構６０として二次元的に駆
動するテーブル移動装置６４を採用した例を示したが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、例えば上述したテーブル移動装置６４に加えてさらに昇降装置を設ける等して三
次元的に駆動可能なものとしても良い。さらに、移動機構６０は、材料吐出用ポンプ２０
とテーブル５０とを相対移動させることが可能なものであればいかなるものであっても良
い。また、ロボットアーム６２及びテーブル移動装置６４のうち、いずれか一方を省略し
た構成としても良い。
【００４７】
　本実施形態の造形装置１０は、図５に示すように、テーブル５０上に既に別途作製した
立体構造物等の既存の構造物を配置し、この構造物上に材料吐出ポンプ２０から硬化性材
料を吐出させ、硬化させることも可能である。これにより、既存の構造物に対して付加的
に立体構造物を形成し、形状を微調整する等の造形処理を行うことが可能となる。このよ
うにして既存の立体構造物に対して必要な部分を一体的に形成することにより、既存の立
体構造物に別途作製した部材を接着等する場合に比べて高強度の立体構造物を得ることが
可能となる。
【００４８】
　また、造形装置１０によれば、立体構造物を構成する複数のパーツにつき、パーツ毎に
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造形する順番を規定し、その順番に従って立体構造物を造形することも可能である。さら
に、造形装置１０によれば図４に示すように立設状態で形成された立体構造物のパーツ（
図示例では容体）を、図５に示すように横転させた状態として設置し、その上に別のパー
ツ（図示例では取っ手）をさらに形成することも可能である。
【００４９】
　ここで、造形装置１０により立体構造物を造形する場合、硬化性材料が硬化するまでの
間は、造形された部分（パーツ）の強度が十分ではない可能性がある。硬化性材料が硬化
して十分な強度が発揮されるまでの間に、造形した部分の変形等が懸念される場合には、
図６に破線で示すように、作製する立体構造物に加えて、造形部分を支持するための支持
部９５を一緒に作製することとしても良い。これにより、硬化性材料が硬化する前に変形
してしまうことを回避できると共に、硬化性材料の硬化後に支持部９５を削除することに
より所望の立体構造物を作製することが可能となる。
【００５０】
　上述した造形装置１０は、材料吐出ポンプ２０から吐出された硬化性材料を順次硬化さ
せていくことにより立体構造物を造形するものであるため、従来技術の光造形装置のよう
に硬化性材料を硬化させた薄層を幾重にも積層する場合よりも高速に立体構造物を造形す
ることができる。
【００５１】
　造形装置１０においては、材料吐出ポンプ２０が回転容積式のポンプによって構成され
ている。そのため、本実施形態の造形装置１０によれば、硬化性材料の吐出量を精度良く
調整できる。また特に、材料吐出ポンプ２０が一軸偏心ねじポンプ機構を備えたポンプに
よって構成されているため、硬化性材料の吐出量及び吐出圧の脈動等が発生しない。従っ
て、造形装置１０によれば、立体構造物を設計に則して精度良く造形することが可能であ
る。なお、本実施形態においては、材料吐出ポンプ２０として一軸偏心ねじポンプ機構を
備えたものを採用した例を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、他の回転
容積式のポンプによって材料吐出ポンプ２０を構成しても良い。
【００５２】
　上述した造形装置１０は、光線射出装置７０が、材料吐出ポンプ２０による硬化性材料
の吐出目標位置に光線の焦点が合致するように設置されているため、材料吐出ポンプ２０
から吐出された硬化性材料に対して確実に紫外線を照射することができる。また、光線射
出装置７０が、材料吐出ポンプ２０と共にロボットアーム６２に取り付けられていること
から、光線照射装置７０の位置及び角度を材料吐出ポンプ２０に追従して変化させること
が可能である。そのため、造形装置１０においては、材料吐出ポンプ２０から吐出された
硬化性材料を確実に硬化させることが可能であり、立体構造物を精度良く造形することが
できる。なお、本実施形態においては、光線照射装置７０を材料吐出ポンプ２０と共にロ
ボットアーム６２に取り付けた構成を例示したが、本発明はこれに限定されるものではな
い。具体的には、光線照射装置７０を材料吐出ポンプ２０とは別のロボットアーム等に設
置し、材料吐出ポンプ２０の動きに連動して適切な位置に光線照射装置７０を移動させる
ようにしても良い。
【００５３】
　本実施形態では、硬化性材料として紫外線硬化樹脂を採用した例を示したが、本発明は
これに限定されるものではなく、材料吐出ポンプ２０から吐出した後に硬化する材料であ
ればいかなるものであっても良い。具体的には、硬化性材料として、熱硬化性樹脂、燒結
金属、紫外線以外の光線により硬化する樹脂等を採用することが可能である。また、硬化
性材料として紫外線硬化樹脂以外のものを採用した場合には、光線照射装置７０に代えて
、当該硬化性材料を硬化させるために適切な装置類を設置することが望ましい。具体的に
は、硬化性材料として熱硬化性樹脂を採用した場合には、熱風を発生させることが可能な
熱風発生装置等を設置することが望ましい。また、光線あるいは熱風等を照射しなくても
硬化する特性を有する硬化性材料を用いる場合には、光線照射装置７０等を設けない構成
としても良い。
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【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明の立体構造物造形装置は、ＣＡＤ－ＣＡＭデータ等の造形データを用い、設計通
りの精密な立体物を、短時間で作成するために好適に利用することが可能である。また、
本発明の立体構造物造形装置は、先に作製した立体構造物を微修正する等のために、既存
の構造物に対してパーツ等を一体的に形成するために好適に利用することが可能である。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　立体構造物造形装置（造形装置）
　２０　材料吐出ポンプ
　２２　ロータ
　２４　ステータ
　５０　テーブル
　６０　移動機構
　６２　ロボットアーム（マニュピレータ）
　６４　テーブル移動装置
　７０　光線照射装置
　８０　制御装置

【図１】 【図２】
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